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衆
議
院
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鈴
木
宗
男
君
提
出
国
後
島
に
日
本
政
府
が
建
設
し
た
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
の
ロ
シ
ア
国
境
警
備
局
に
よ
る
使
用
問
題

に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
後
島
に
日
本
政
府
が
建
設
し
た
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
の
ロ
シ
ア
国
境
警
備
局
に
よ
る
使
用

問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
が
御
指
摘
の
情
報
を
得
た
の
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
こ
の
情
報
に
関
す
る
文
書
を
外
務
省

欧
州
局
ロ
シ
ア
支
援
室
の
主
管
で
作
成
し
た
。
同
文
書
に
は
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

国
際
機
関
で
あ
る
支
援
委
員
会
が
御
指
摘
の
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
を
建
設
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
二
月
九
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
〇
号
）
の
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
申
入
れ
に

つ
い
て
は
、
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
支
援
室
か
ら
国
後
島
関
係
者
に
対
し
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
同
月
二
十
七

日
及
び
平
成
十
九
年
一
月
十
六
日
に
行
い
、
そ
の
後
も
状
況
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
十
九
年
一
月
十
六

日
に
は
、
ロ
シ
ア
支
援
室
長
か
ら
申
入
れ
を
行
っ
た
。

五
に
つ
い
て

一



「
支
援
委
員
会
改
革
の
た
め
の
専
門
家
会
議
」
の
平
成
十
四
年
四
月
の
提
言
を
受
け
、
支
援
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
協

定
（
平
成
五
年
外
務
省
告
示
第
百
五
十
九
号
）
の
他
の
締
約
国
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
十
五
年
四
月
十
八
日

を
も
っ
て
支
援
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
た
。

六
に
つ
い
て

四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
申
入
れ
を
受
け
、
引
き
続
き
国
後
島
関
係
者
間
で
、
「
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
」
が
本
来
の
目
的
に
沿
っ

て
使
用
さ
れ
る
よ
う
調
整
中
で
あ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
」
が
国
後
島
の
警
備
隊
に
よ
っ

て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
問
題
に
つ
い
て
、
状
況
を
把
握
し
た
後
速
や
か
な
対
応
を
と
っ
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し

て
い
る
と
考
え
る
。

二


